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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成21年7月23日(2009.7.23)

【公開番号】特開2008-167381(P2008-167381A)
【公開日】平成20年7月17日(2008.7.17)
【年通号数】公開・登録公報2008-028
【出願番号】特願2007-596(P2007-596)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｍ  11/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/667    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｍ  11/00    ３０１　
   Ｈ０４Ｍ   1/00    　　　Ｑ
   Ｈ０４Ｍ   1/667   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月4日(2009.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　持ち運び可能な携帯型の情報処理装置であって、
　メインスイッチの操作によって電源供給がオン／オフされる本体部と、
　無線公衆通信回線を介して情報を着信可能な無線通信部と、を備え、
　前記無線通信部は、前記本体部への電源供給のオン／オフにかかわらず前記無線公衆通
信回線を介して着信可能な状態に維持されていることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１の情報処理装置において、
　前記無線通信部で受信した着信情報に遠隔制御情報が含まれているとき、前記本体部の
機能の使用を規制するように制御する本体機能制御部を更に備えたことを特徴とする情報
処理装置。
【請求項３】
　請求項２の情報処理装置において、
　前記本体機能制御部は、前記遠隔制御情報に基づいて、前記本体部に保存されているデ
ータを読み出し不能にすることを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項２の情報処理装置において、
　前記本体機能制御部は、前記着信情報に前記遠隔制御情報が含まれているとき、動作中
の前記本体部に対して割り込み信号を送出することにより該本体部を機能使用が規制され
た機能ロック状態に遷移させることを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　請求項２の情報処理装置において、
　前記本体機能制御部は、前記本体部への電源供給がオフになっている状態又は前記本体
部のスタンバイ状態で受信した着信情報に前記遠隔制御情報が含まれているとき、その着
信があった旨を示す情報を保持し、
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　前記本体部は、前記メインスイッチのオン時、基本ソフトウェアの立ち上げ時又はスタ
ンバイ状態から復帰時に、前記遠隔制御情報の着信があったか否かを前記本体機能制御部
に問い合わせ、前記遠隔制御情報を着信していた場合には機能ロック状態に遷移すること
を特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　請求項１の情報処理装置において、
　前記無線通信部で受信した着信情報に遠隔制御情報が含まれているとき、無線公衆通信
回線を介して管理システムに、前記本体部に保存されているデータを読み出して送信する
ように制御する本体機能制御部を更に備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　請求項２又は６の情報処理装置において、
　前記本体機能制御部は、前記無線通信部で受信した着信情報に遠隔制御情報が含まれて
いるとき、前記本体部に保存されているデータを削除するように制御することを特徴とす
る情報処理装置。
【請求項８】
　請求項１の情報処理装置において、
　当該情報処理装置の現在位置の情報を取得する位置情報取得部と、
　前記無線通信部で受信した着信情報に遠隔制御情報が含まれているとき、前記位置情報
取得部を起動し、無線公衆通信回線を介して管理システムに、前記位置情報取得部で取得
した現在位置の情報を送信するように制御する本体機能制御部と、を更に備えたことを特
徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　請求項２乃至８のいずれかの情報処理装置において、
　前記本体部に対する第１の電源供給部と、前記無線通信部および本体機能制御部に常時
電源を供給する第２の電源供給部と、を更に備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれかの情報処理装置において、
　前記無線通信部を含む通信モジュールを備えたことを特徴とする情報処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、請求項６の発明は、請求項１の情報処理装置において、前記無線通信部で遠隔制
御情報を着信したとき、無線公衆通信回線を介して管理システムに、前記本体部に保存さ
れているデータを読み出して送信するように制御する本体機能制御部を更に備えたことを
特徴とするものである。この情報処理装置では、遠隔制御情報を着信したときに、本体部
に保存されているデータを読み出して管理システムに送信するので、当該データの紛失を
防止できる。なお、情報処理装置から管理システムへのデータの送信後、情報処理装置内
の当該データは削除してもよい。
　また、請求項７の発明は、請求項２又は６の情報処理装置において、前記本体機能制御
部は、前記無線通信部で受信した着信情報に遠隔制御情報が含まれているとき、前記本体
部に保存されているデータを削除するように制御することを特徴とするものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　また、請求項８の発明は、請求項１の情報処理装置において、当該情報処理装置の現在
位置の情報を取得する位置情報取得部と、前記無線通信部で受信した着信情報に遠隔制御
情報が含まれているとき、前記位置情報取得部を起動し、無線公衆通信回線を介して管理
システムに、前記位置情報取得部で取得した現在位置の情報を送信するように制御する本
体機能制御部と、を更に備えたことを特徴とするものである。この情報処理装置では、遠
隔制御情報を着信したときに、その情報処理装置の現在位置の情報を管理システムに送信
するので、紛失や盗難にあった情報処理装置の捜索が容易になる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、請求項９の発明は、請求項２乃至８のいずれかの情報処理装置において、前記本
体部に対する第１の電源供給部と前記無線通信部および本体機能制御部に常時電源を供給
する第２の電源供給部と、を更に備えたことを特徴とするものである。この情報処理装置
では、第１の電源供給部を介した本体部への電源供給のオン／オフにかかわらず、第２の
電源供給部から無線通信部および本体機能制御部に常時電源が供給され、無線通信部が無
線公衆通信回線を介して着信可能な状態に維持されるとともに、本体機能制御部が着信し
た遠隔制御情報に従って本体部を制御できる状態に維持される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、請求項１０の発明は、請求項１乃至９のいずれかの情報処理装置において、前記
無線通信部を含む通信モジュールを備えたことを特徴とするものである。この情報処理装
置では、上記通信モジュールを組み込むことにより、前記無線通信部の機能を持たせるこ
とができる。なお、前記通信モジュールは、前記本体機能制御部を更に含むものであって
もよい。
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